
芳賀町木造住宅耐震改修等事業補助金の申請等の流れ
●建築物の所有者が行う手続き等：太い矢印

・交付決定前の契約(手付金支払い含む)は補助金の対象となりません。

⑨耐震改修等工事完了報告

決定通知後60日以内に耐震改修等に着手すること
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①耐震改修等の相談

②耐震改修等の依頼

③調査、見積書など④補助金交付申請

⑤補助金交付決定通知 ⑥契約

⑦耐震改修等工事⑧工事着手の報告

⑩補助金交付実績報告

⑪補助金確定通知

⑫補助金交付請求

⑬補助金交付

耐震診断を実施し、耐震改修が必要

と判定されていること


